
 

第５章 

実現化方策 

 
 

３．総合的な協働体制の構築 
 

（１）計画の実現化に向けた協働体制の構築 

本計画で示した将来都市像や目指すべき将来都市構造を具体化していくためには、市民を

主役とし、行政だけでなく企業など全ての主体が目標や課題を共有し、それぞれの役割分担に

応じ連携・協力しながら、市街地の活性化、景観に配慮したまちなみの形成や地域コミュニティ

の活性化といったまちづくりを推進する必要があります。今後より一層、市民が主役のまちづくり

を推進していく観点から、市民の意見を最大限反映・活用できる協働体制を構築していきます。 

 

（２）計画の実現化に向けた総合的な取組みの推進 

本計画で示した将来都市像を実現させ、目指すべき将来都市構造を実現していくためには、

都市計画に基づく事業の推進、規制・誘導方策を活用するだけでなく、都市計画分野以外に

おける取組みも必要です。特に、企業誘致や農地の保全などの施策については、都市計画以

外の分野における関係者・関係機関での取組みが中心であり、こうした他分野と協力していくこ

とが求められます。 

このため、本計画で掲げた各種方針は、都市計画という枠のみにとらわれず、他分野につい

ても十分意識しながら、総合的なまちづくりの推進方策を示しています。そのことから、都市計

画以外の分野と調整・整合を図りながら、実現化に向けた総合的な取組みを推進していきま

す。 

また、国道・県道や河川などに関しては、国・県をはじめとする関係機関と連携・協力しながら、

役割分担や計画内容などについて具体的な協議を進めていきます。 

 

（３）まちづくりに関する庁内体制の確立 

まちづくりは、都市計画だけでなく、都市計画以外の他分野とも含めて総合的、横断的な取

組みを必要とします。そのため、本計画の進捗状況の報告を含めたまちづくりの状況を議論す

る会議体を定期的に開催するなど、まちづくりに関する庁内体制を構築します。 

 

（４）都市計画マスタープランの見直し 

本計画に基づくまちづくりを進めていくにあたり、今後は、短期・中期・長期計画を明示したア

クションプランを今後作成するとともに、庁内外に会議体を設置する等により定期的な進捗管理

を行い、必要に応じ計画内容について見直しを行います。また、上位計画である総合計画の改

訂や社会経済情勢に大きな変化が生じた場合も、あわせて本計画の見直しを行います。 
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１．都市計画マスタープラン策定の経緯 

豊後高田市都市計画マスタープランは、学識経験者等からなる「豊後高田市都市計画マス

タープラン策定委員会」における審議を経て作成されました。 

原案の作成に当たっては、市民アンケート、地域別ワークショップ、さらにはパブリックコメント

を実施するなど作成の各段階において市民意見を反映しました。 

 

実施時期 実施内容・手続き 備考 

平成 24 年 ８月 ・市民アンケート調査 
 

平成 25 年 １月 ・第１回策定委員会 
 

平成 25 年 ８月 ・第１回地域別ワークショップ 
 

平成 25 年 10 月 ・第２回地域別ワークショップ 
 

平成 25 年 11 月 ・第３回地域別ワークショップ 
 

平成 25 年 12 月 ・第２回策定委員会 
 

平成 26 年 3 月 ・第３回策定委員会 
 

平成 27 年 3 月 ・第４回策定委員会 
 

平成 27 年 11 月 ・第５回策定委員会 
 

平成 28 年 3 月 ・パブリックコメント 
 

平成 28 年 3 月 ・都市計画審議会への報告 
 

平成 28 年 5 月 ・豊後高田市都市計画マスタープランの公表 
 

 

 

97



 

 

参考資料 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 策定フロー 
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▲ ワークショップ（第１回）                 ▲ 策定委員会（第１回）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ▲ ワークショップ（第２回）                 ▲ 策定委員会（第３回） 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ ワークショップ（第３回）                 ▲ 策定委員会（第５回）  
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2．都市計画マスタープラン策定委員会 

（１）開催概要 

 

策定委員会は、平成 25 年 1 月に設置され計 5 回開催されました。 

実施時期 開催日 主な議題 

第１回策定委員会 平成 25年１月３０日 ・豊後高田市の現状と課題について   

第２回策定委員会 平成 25 年 12 月 25 日  
・住民参加の実施状況について 

・将来都市像について 

第３回策定委員会 平成 26 年 3 月 28 日 ・全体構想、都市・地域整備の方針について  

第４回策定委員会 平成 27 年 3 月 27 日 ・近年の地方都市を巡る動向（都市再生特別措置法

の改正、地方創生の動き）について 

・改正特措法等をふまえ見直した、都市計画マスタ

ープランについて 

・地域別構想について 

第５回策定委員会 平成 27 年 11 月 17 日 
・実現化方策について 

・都市計画マスタープラン（素案）について 

 
（２）委員名簿 

 

分野 役職名 氏 名 

まちづくり 豊後高田市商工会議所 会頭 野田 洋二（会長） 

福  祉 
社会福祉法人 積善会 特別養護老人ホ

ーム やすらぎの里 施設長 
千島 敏夫 

商工業 豊後高田市商工会議所 副会頭 松田 高明 

環  境 北部保健所豊後高田保健部 部長 
松尾 誠一（～H27.3） 

小林 貴廣（H27.4～） 

観  光 
豊後高田市観光まちづくり株式会社 

常務取締役 
桒原 茂彦 

農  業 
大分県農業協同組合豊後高田事業部 

統括事業部長 
木村 浩之 

交  通 大分県交通安全協会 豊後高田支部長 松村 幸典 

都市計画 豊後高田市都市計画審議会 会長 清末 幸生（副会長） 
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豊後高田市役所 建設課 

〒879-0692 大分県豊後高田市是永町 39番地 3 

 電話番号 0978-22-3100, ファックス番号 0978-22-3795 


